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【小学校】 発達障害の診断等のある児童数

長野県における通級による指導の実施状況

① 発達障害の診断等のある児童生徒数の推移
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長野県における通級による指導の実施状況

② LD等通級指導教室利用者数・利用率の推移（小学校）

※LD等通級指導教室＝LD・ADHD・自閉症・情緒障害を対象とする通級指導教室
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人的配置と実施体制

設置校63校（小学校４１校、中学校２２校）
教室数（教員配置数）９４教室（小学校６３教室、中学校３１教室）

２人配置校３１校（小学校２３校、中学校８校）
１人配置校３２校（小学校１８校、中学校１４校）

巡回指導実施校（サテライト教室）６６校（小学校４７、中学校１９）

自校通級児童生徒 ６７５人
巡回指導児童生徒 ２８４人
他校通級児童生徒 ３１０人 合計１２６９人

通級による指導（LD等通級指導教室）の実施状況概要（令和４年度）
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長野県における通級による指導実施上の課題

課題１：中山間地への設置の困難さ
県土が広域で、人口密度の低い地域も多い本県では、
通級対象者13人に1人の基準で人的配置を考えた場合、

かなり広範囲なエリアに少人数の担当教員しか配置で
きない

課題２：他校通級の送迎等の負担

近隣の通級指導教室に通うために片道１時間以上の
移動時間を要する地域が多数存在

課題３：市町村を越えた運営が必要
市町村単独では通級指導教室設置に至らないが、
市町村を越えた教育資源として、複数の市町村が
連携協力して活用する必要がある

新潟

富山

岐阜

愛知

埼玉

山梨

静岡

群馬

4



課題への対応

LD等通級指導教室の整備の経過

詳細なエリアを設定し計画的に設置

対応１：県内全地域への計画的な設置

H19～ モデル的実施（2校）
H20～ 県内のすべてのエリアに教室を設置（小学校から）
H27～ 拠点校へ担当教員の複数配置
H29～ 中学校について全県への設置へ拡大
R1～ サテライト教室の設置拡大

地理的なまとまりや人口規模、生活圏を考慮し、他校通級の利便性を考えて県内を
２８のエリアに細分化し、それぞれのエリアのニーズを把握
⇒①未設置地域をなくす②ニーズの高い地域に複数担当配置校をつくる等、計画的
に設置。
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課題への対応

サテライト教室とは

対応２：巡回指導の実施（サテライト教室の設置）

⚫ 家庭の事情等で通級指導教室設置校に通う
ことのできない児童生徒に対して、サテラ
イト教室を設置することにより、身近な地
域で障がいの状態に応じた教育を提供する

⚫ 担当教員が、サテライト教室に1日もしくは
半日勤務することにより、通常の学級担任
との連携を促進し、在籍学級における支援
の充実を図る

サテライト教室設置の目的

通級指導教室担当教員が本務校を拠点としつつ、兼務発令を受けた他校を定期的に
巡回し、１日もしくは半日勤務して指導する教室
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課題への対応

サテライト教室の設置条件の設定

対応２：巡回指導（サテライト教室）の実施

① 巡回相談や他校通級の件数が多く、サテライト教室の設置により大きな教育的
効果が期待できること

② サテライト教室を設置する学校に開設できる空き教室があること
③ サテライト教室を利用する通級指導教室判断の児童生徒が３名以上おり、次年

度以降も引き続き３名以上の利用見込みがあること
④ 担当教員の本務校での指導に支障がないこと など

担当教員の過度な負担を避け、着実に運用できるよう以下の設置条件を設定

ただし、同一市町村に通級指導教室がない場合や、保護者送迎が困難な場合などは、
２名以下でもサテライト教室を設置できるよう弾力的に運用

サテライト教室設置の効果

兼務校内での通級指導教室の位置づけや、兼務職員の位置づけを明確にすることに
より、兼務校内での児童生徒の実態把握や職員間の連携の充実が図られている
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課題への対応

市町村教育委員会による「通級指導教室連絡会」の設置

対応３：通級指導教室に係る連絡会の設置

⚫ 通級指導教室の運営に関する諸事項について情報共有や調整などを行う
⚫ 地域のニーズを把握し、次年度のサテライト教室設置要望などに係る具体的な検
討と調整などを行う

市町村教育委員会、校長(本務校・サテライト校)、通級指導教室の担当教員等が参
画する「通級指導教室連絡会」の設置を依頼

市町村を越えてサテライト教室を設置する場合には、「通級指導教室連絡会」に
関係市町村の関係者を加えて実施するよう促進
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中山間地の自治体における取組の例

エリア内の3村が協働して、すべての
学校で自校通級を実現

郡内の通級指導教室の担当教員が
一堂に会して研修等を実施

エリア内に通級指導教室は小・中各１教室し
か設置できないが、３村の教育委員会が協力
して「通級指導教室連絡会」を開催し、すべ
ての村の小中学校にサテライト教室を設置し
て、各学校で自校通級ができる環境を実現。

町村の通級指導教室担当教員が、郡内の中心
の市の通級指導教室連絡会の担当者会に参加
して、情報交換や事例検討などを実施。
担当教員同士の日常的な連携やOJTが可能とな
り、通級指導教室の専門性向上につながって
いる。 9



通級による指導に係る人材育成

新任担当教員研修

スキルアップ研修

長野県ICTインクルーシブ教育推進部会

各地区での通級担当者会（自主研修、事例検討、OJT）

① 通級担当教師の専門性向上のための取組

新任担当教員に対し、通級運営に係る基礎的内容、近隣校での授業参観、事例検討
等の研修を実施（年４回）。また、動画コンテンツを作成して活用

通級指導教室担当教員が、実践と結びつくより高い専門性を身につけられるよう、
アセスメント、指導法、コンサルテーション等実践的内容の研修を実施（年４回）

通常の学級、通級指導教室、特別支援学級における個別最適な学びに向けたICT利活
用の実践事例を集約し、発信

地域ごとに、通級指導教室担当者会を組織し、互いの専門性を活かし合って、自主
的に研修、事例検討等を実施。また、クラウド上で全県の実践例や教材例を共有
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通級による指導に係る人材育成

「適切な学びの場ガイドライン」を作成配布

研修用冊子の作成・配布

② 通級担当以外の教職員への理解啓発

通常学級での支援の在り方、校内での特別支援教育の体制整備の在り方、校内教育
支援委員会での学びの場の検討の手順や好事例等を示したガイドラインを作成し、
小中学校特別支援学校のすべての教員に配布
あわせて、校内研修で活用できるよう活用例を紹介。（R2年）

「通級による指導ハンドブック（H28）」
「合理的配慮実践事例集（H29）」
「特別支援教育学習指導要領サポートブック（Ｈ31）」
「LDのあるお子さんに対する支援～早めの気づき適切な学び～」
など、通常の学級を含め、特別支援教育の推進に関するポイントや事例を整理した
研修用冊子を作成し、すべての小中学校等に配布

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/tokubetsushien/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kenko/kenko/seishin/ld_shien.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/tokubetsu-
shien/tokubetsushien/tokubetsushien/manabinobaguideline.html
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「適切な学びの場」ガイドライン（R２.９長野県教育委員会特別支援教育課）

通常の学級での支援の見返しの
必要性やタイミングを記載

通常の学級での支援の見返しの
必要性やタイミングを記載
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通級による指導に係る今後の課題

通級指導教室担当教員の専門性の担保

在籍学級担任との連携・通常の学級における指導力向上

一人一人の教育的ニーズに応じた学びの実現に向けて

今後通級指導教室の増加が見込まれ、新たな担当教員が必要となる。一定の指導力
を担保できる研修体制や、通級指導教室を担当できる教員を継続的に育成していく
仕組みが必要

連続性のある多様な学びの場の整備と、柔軟な見直しの促進

在籍する通常の学級において児童生徒がいかに持てる力を発揮できるかが重要であ
り、通級による指導の成果を通常の学級での指導に活かすための連携の更なる充実
を図ることが重要

連続性のある多様な学びの場の整備は未だ十分とは言えず、更なる体制整備を継続
するとともに、それぞれの学びの場を適切に判断し、実態に応じて柔軟に見直すこ
とを支える仕組や教育支援の力量の向上が必要
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